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後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使⽤について 

⼀般名での処⽅について 

 当院では、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものと

して、後発医薬品を積極的に採⽤しています。後発医薬品は先発

医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、

⼀般的には研究開発に要する費⽤が低く抑えられることから、先

発医薬品に⽐べて薬価が安くなっています。 

 
※ 現在、医薬品の供給が不安定なため、処⽅する薬剤の変更をさ

せて頂く場合が有ります。 
 

※ 後発医薬品のある医薬品については、特定の医薬品名（商品
名）を指定せず、⼀般名（有効成分の名称）で処⽅箋を発⾏する
場合があります。⼀般名での処⽅は、特定の医薬品が供給不安に
なった場合でも、同じ有効成分の医薬品を処⽅することが可能
になります。 

 

 ご不明な点がございましたら、ご気軽に主治医⼜は薬剤師にお尋

ねください。 


